
 

2019 年 12 月 16 日 

みずほ信託銀行株式会社 

 

 

買集め行為に該当する株式取得について 

 

みずほ信託銀行株式会社（取締役社長：飯盛 徹夫）は、株式会社あかつき本

社（以下、「同社」という。）を委託者とする株式給付信託（ＢＢＴおよびＪ－

ＥＳＯＰ）（以下、「本信託」という。）の業務運営にあたり、下記のとおり、取

引所市場における買付けにより同社普通株式を取得することを決定しました

（注 1）。 

本日時点において当行が本信託の受託者として有する同社普通株式に係る議

決権数、ならびに取得価額の総額（予定）および現在の株価を勘案すると、取

得後の株式数は議決権ベースで 5％以上となり（注 2）、今般の取得行為が金融

商品取引法施行令第31条に規定する買集め行為に該当することとなりますので、

同施行令第 30 条にもとづき公表するものです。 

（注 1）詳細は、2019 年 12 月 13 日付の同社リリース「株式給付信託（ＢＢＴ）

への追加拠出に関するお知らせ」、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）へ

の追加拠出に関するお知らせ」をご覧ください。 

（注 2）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）については、商品のスキーム上、同社

従業員の意見を反映した信託管理人からの指図に基づき議決権を行使

します。株式給付信託（ＢＢＴ）については、信託財産に属する株式

に議決権は帰属するものの、商品のスキーム上、信託管理人からの指

図に基づき議決権を一律不行使とします。 

 

記 

 

銘柄コード 8737 

銘柄名 株式会社あかつき本社の普通株式 

現時点で当行が受託者と

して有する株式数 

2,058,864 株 

取得総額 210,000,000 円（予定）（注 3） 

取得株式数 605,100 株（予定）（注 4） 



信託による株式取得期間 2019 年 12 月 24 日（火）～2020 年 3 月 31 日（火）（予定） 

株式取得方法 取引所市場における買付けにより取得（予定）（注 5） 

取得後の総株主の議決権

の数に対する割合 

8.21％（注 6） 

（注 3）追加信託金額（180,000,000 円）に、信託財産に属する金銭の額

（30,000,000 円）を加えた額を記載しています。 

（注 4）取得総額を東京証券取引所における同社株式の 2019 年 12 月 13 日の

終値で除して計算しています。 

（注 5）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）については、立会外取引を中心に取引

所市場における買付けにより取得することを予定しています。 

（注 6）取得後の総株主の議決権の数に対する割合は、2019 年 9 月末のデータ

に基づき作成しています。 

 

以上 


